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病性鑑定（病気の検査）依頼時の
と畜場出荷には注意が必要です。

１）現在、病性鑑定ではどのような依頼であっても、
CSF（旧名：豚コレラ）とASF（旧名：アフリカ豚コレラ）の
検査を行っています。

２）CSFとASFの検査結果が出るまでは、
と畜場出荷は自粛しなければなりません。

３）これは、検査が陽性になった場合にと畜場に
影響が及ぶのを防止するためです。

４）と畜場に出荷していてCSFとASFが陽性になった場合、
と畜場内のと殺も検討されます。

※まとめ
病性鑑定を依頼する時は

農場で症状が確認された時点で
全ての出荷を自粛する。


